
昭
和
四
十
年
政
令
第
百
五
十
七
号

近
畿
圏
の
近
郊
整
備
区
域
及
び
都
市
開
発
区
域
の
整
備
及
び
開
発
に
関
す
る
法
律
施
行
令

内
閣
は
、
近
畿
圏
の
近
郊
整
備
区
域
及
び
都
市
開
発
区
域
の
整
備
及
び
開
発
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
二
条
第
七
項
、
第
三
条
第
一
項
、
第
四
条
第
一
項
第
四
号
チ
、
第
十
三
条
第
三
項
、
第
十
六

条
第
一
項
、
第
二
十
四
条
第
三
項
（
同
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
三
条
、
第
四
十
五
条
第
一
項
及
び
第
四
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
公
共
施
設
）

第
一
条
　
近
畿
圏
の
近
郊
整
備
区
域
及
び
都
市
開
発
区
域
の
整
備
及
び
開
発
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
公
共
の
用
に
供
す
る
施
設
は
、
公
園
、
広
場
、
緑
地
、
水
道
、
河
川

及
び
水
路
並
び
に
防
水
、
防
砂
又
は
防
潮
の
施
設
と
す
る
。

（
近
郊
整
備
区
域
建
設
計
画
等
の
協
議
の
申
出
）

第
二
条
　
府
県
知
事
は
、
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
近
郊
整
備
区
域
建
設
計
画
又
は
都
市
開
発
区
域
建
設
計
画
の
協
議
を
申
し
出
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
申
出
書
に
関
係
市
町
村
長
と
の
協
議
の
概
要
を
記
載
し
た
書
面
を
添

え
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
近
郊
整
備
区
域
建
設
計
画
等
に
定
め
る
べ
き
施
設
）

第
三
条
　
法
第
四
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
主
要
な
施
設
は
、
通
信
施
設
、
医
療
施
設
、
職
業
訓
練
施
設
そ
の
他
当
該
近
郊
整
備
区
域
又
は
都
市
開
発
区
域
を
計
画
的
に
整
備
し
、
又
は
開
発
す
る
た
め
特
に
必
要

と
認
め
ら
れ
る
主
要
な
施
設
と
す
る
。

第
四
条
及
び
第
五
条
　
削
除

（
施
行
計
画
等
に
つ
い
て
協
議
す
べ
き
者
）

第
六
条
　
法
第
二
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一
　
造
成
工
場
敷
地
及
び
公
共
施
設
以
外
の
造
成
敷
地
等
で
そ
の
管
理
者
と
な
る
べ
き
者
が
特
定
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
管
理
者
と
な
る
べ
き
者

二
　
公
共
施
設
以
外
の
公
共
の
用
に
供
す
る
施
設
で
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
の
管
理
者

２
　
前
項
の
規
定
は
、
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
公
告
の
方
法
等
）

第
七
条
　
法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
公
告
は
、
官
報
、
公
報
そ
の
他
所
定
の
手
段
に
よ
り
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条
　
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
公
告
は
、
公
報
そ
の
他
所
定
の
手
段
に
よ
り
行
な
う
ほ
か
、
当
該
公
報
そ
の
他
所
定
の
手
段
に
よ
る
公
告
を
行
な
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
間
、
工
業
団
地
造
成
事
業
を
施
行
す
べ
き
土
地
の
区

域
又
は
工
業
団
地
造
成
事
業
が
施
行
さ
れ
た
土
地
の
区
域
内
の
適
当
な
場
所
に
掲
示
し
て
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
工
業
団
地
造
成
事
業
を
施
行
す
べ
き
土
地
の
区
域
又
は
工
業
団
地
造
成
事
業
が
施
行
さ
れ
た
土
地
の
区
域
の
属
す
る
市
町
村
及
び
書
類
の
送
付
を
受
け
る
べ
き
者
の
住
所
又
は
そ
の
者
の
最
後
の
住
所
の

属
す
る
市
町
村
の
長
は
、
施
行
者
又
は
施
行
者
で
あ
つ
た
者
の
求
め
に
よ
り
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
掲
示
が
さ
れ
て
い
る
旨
の
公
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
掲
示
は
、
同
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
市
町
村
の
長
の
公
告
が
あ
つ
た
日
（
二
以
上
の
市
町
村
の
長
の
公
告
が
あ
つ
た
と
き
は
、
最
後
の
公
告
が
あ
つ
た
日
）
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
ま
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
公
告
が
あ
つ
た
日
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
掲
示
の
期
間
の
満
了
日
と
す
る
。

（
製
造
業
、
運
送
業
、
倉
庫
業
そ
の
他
の
事
業
の
指
定
）

第
九
条
　
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
製
造
業
、
運
送
業
、
倉
庫
業
そ
の
他
の
事
業
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
別
表
に
掲
げ
る
製
造
業

二
　
鉄
道
事
業
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
二
号
）
の
規
定
に
よ
る
鉄
道
事
業

三
　
軌
道
法
（
大
正
十
年
法
律
第
七
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
軌
道
を
敷
設
し
て
経
営
す
る
事
業

四
　
道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
運
送
事
業

五
　
海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
の
規
定
に
よ
る
船
舶
運
航
事
業

六
　
倉
庫
業
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
の
規
定
に
よ
る
倉
庫
業

七
　
自
動
車
タ
ー
ミ
ナ
ル
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
タ
ー
ミ
ナ
ル
事
業

八
　
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
の
規
定
に
よ
る
一
般
送
配
電
事
業
、
送
電
事
業
、
配
電
事
業
、
特
定
送
配
電
事
業
又
は
発
電
事
業

九
　
ガ
ス
事
業
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）
の
規
定
に
よ
る
ガ
ス
事
業

（
そ
の
他
の
施
設
の
指
定
）

第
十
条
　
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
そ
の
他
の
施
設
は
、
研
究
所
及
び
試
験
所
と
す
る
。

（
地
方
税
の
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
の
適
用
の
あ
る
地
方
公
共
団
体
）

第
十
一
条
　
法
第
四
十
七
条
の
政
令
で
定
め
る
地
方
公
共
団
体
は
、
当
該
都
市
開
発
区
域
の
指
定
の
日
の
属
す
る
年
度
前
三
年
度
内
の
各
年
度
に
係
る
地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ

り
算
定
し
た
基
準
財
政
収
入
額
を
同
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
基
準
財
政
需
要
額
で
除
し
て
得
た
数
値
を
合
算
し
た
も
の
の
三
分
の
一
の
数
値
が
〇
・
四
六
に
満
た
な
い
府
県
、
そ
の
数
値
が
〇
・
七
二
に
満
た
な
い
市

又
は
町
村
と
す
る
。

（
地
方
税
の
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
の
適
用
の
あ
る
場
合
）

第
十
二
条
　
法
第
四
十
七
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
当
該
都
市
開
発
区
域
の
指
定
の
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
（
当
該
区
域
が
当
該
期
間
内
に
当
該
都
市
開
発
区
域
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な

る
場
合
に
は
、
当
該
指
定
の
日
か
ら
そ
の
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
る
日
ま
で
の
期
間
）
内
に
、
一
の
工
業
生
産
設
備
（
ガ
ス
の
製
造
又
は
発
電
に
係
る
設
備
を
含
む
。
）
で
、
こ
れ
を
構
成
す
る
建
物
及
び
そ
の
附
属
設
備
、
構
築
物
、
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機
械
及
び
装
置
、
船
舶
、
航
空
機
、
車
両
及
び
運
搬
具
並
び
に
工
具
、
器
具
及
び
備
品
の
取
得
価
額
の
合
計
額
が
十
億
円
を
超
え
、
か
つ
、
こ
れ
を
当
該
事
業
の
用
に
供
し
た
こ
と
に
伴
つ
て
増
加
す
る
雇
用
者
（
日
々
雇
い
入
れ
ら

れ
る
者
を
除
く
。
）
の
数
が
五
十
人
を
超
え
る
も
の
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
者
に
つ
い
て
、
当
該
新
設
し
、
若
し
く
は
増
設
し
た
設
備
に
係
る
工
場
用
の
建
物
若
し
く
は
そ
の
敷
地
で
あ
る
土
地
（
当
該
都
市
開
発
区
域
の
指
定
の

日
以
後
に
取
得
し
た
も
の
に
限
り
、
か
つ
、
土
地
に
つ
い
て
は
、
そ
の
取
得
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
内
に
、
当
該
土
地
を
敷
地
と
す
る
当
該
工
場
用
の
建
物
の
建
設
に
着
手
し
、
又
は
当
該
土
地
に
取
得
時
に
現
に
存
し
た

建
物
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
当
該
工
場
用
の
建
物
に
し
た
場
合
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
又
は
当
該
新
設
し
、
若
し
く
は
増
設
し
た
設
備
に
係
る
機
械
及
び
装
置
若
し
く
は
当
該
新
設
し
、

若
し
く
は
増
設
し
た
設
備
に
係
る
工
場
用
の
建
物
若
し
く
は
そ
の
敷
地
で
あ
る
土
地
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
不
均
一
課
税
を
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
場
合
と
す
る
。

（
事
務
の
区
分
）

第
十
三
条
　
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
（
府
県
が
施
行
す
る
工
業
団
地
造
成
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
第
九
項

第
二
号
に
規
定
す
る
第
二
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。

附
　
則

１
　
こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
昭
和
四
十
年
五
月
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
一
年
六
月
一
三
日
政
令
第
一
八
四
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
三
年
三
月
一
一
日
政
令
第
三
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
四
年
六
月
一
三
日
政
令
第
一
五
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
昭
和
四
十
四
年
六
月
十
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
五
月
一
一
日
政
令
第
一
二
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
一
年
五
月
二
八
日
政
令
第
一
二
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
四
月
一
日
政
令
第
八
二
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
五
月
一
三
日
政
令
第
一
六
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

３
　
改
正
後
の
新
産
業
都
市
建
設
促
進
法
施
行
令
、
工
業
整
備
特
別
地
域
整
備
促
進
法
施
行
令
、
近
畿
圏
の
近
郊
整
備
区
域
及
び
都
市
開
発
区
域
の
整
備
及
び
開
発
に
関
す
る
法
律
施
行
令
及
び
中
部
圏
の
都
市
整
備
区
域
、
都
市
開
発

区
域
及
び
保
全
区
域
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
規
定
は
、
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
以
後
に
工
業
生
産
設
備
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
者
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
工
業
生
産
設
備
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
者

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
三
月
二
〇
日
政
令
第
五
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
三
月
二
九
日
政
令
第
七
四
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
一
〇
月
一
八
日
政
令
第
三
五
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
電
気
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
七
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
三
月
二
一
日
政
令
第
三
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
後
の
首
都
圏
の
近
郊
整
備
地
帯
及
び
都
市
開
発
区
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
令
、
新
産
業
都
市
建
設
促
進
法
施
行
令
、
工
業
整
備
特
別
地
域
整
備
促
進
法
施
行
令
、
近
畿
圏
の
近
郊
整
備
区
域
及
び
都
市
開
発
区
域
の
整

備
及
び
開
発
に
関
す
る
法
律
施
行
令
及
び
中
部
圏
の
都
市
整
備
区
域
、
都
市
開
発
区
域
及
び
保
全
区
域
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
規
定
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
以
後
に
工
業
生
産
設
備
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
者

に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
前
に
工
業
生
産
設
備
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
〇
月
二
九
日
政
令
第
三
四
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

2



１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
三
〇
日
政
令
第
一
〇
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
後
の
首
都
圏
の
近
郊
整
備
地
帯
及
び
都
市
開
発
区
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
令
、
近
畿
圏
の
近
郊
整
備
区
域
及
び
都
市
開
発
区
域
の
整
備
及
び
開
発
に
関
す
る
法
律
施
行
令
及
び
中
部
圏
の
都
市
整
備
区
域
、
都
市
開
発

区
域
及
び
保
全
区
域
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
規
定
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
以
後
に
工
業
生
産
設
備
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
者
に
係
る
不
均
一
課
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
前
に
工
業
生
産

設
備
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
者
に
係
る
不
均
一
課
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
三
一
日
政
令
第
八
五
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
後
の
首
都
圏
の
近
郊
整
備
地
帯
及
び
都
市
開
発
区
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
令
、
近
畿
圏
の
近
郊
整
備
区
域
及
び
都
市
開
発
区
域
の
整
備
及
び
開
発
に
関
す
る
法
律
施
行
令
及
び
中
部
圏
の
都
市
整
備
区
域
、
都
市

開
発
区
域
及
び
保
全
区
域
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
規
定
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
以
後
に
工
業
生
産
設
備
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
者
に
係
る
不
均
一
課
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
前
に
工
業

生
産
設
備
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
者
に
係
る
不
均
一
課
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
四
月
九
日
政
令
第
一
六
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
近
畿
圏
の
近
郊
整
備
区
域
及
び
都
市
開
発
区
域
の
整
備
及
び
開
発
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
十
八
条
　
機
構
が
法
附
則
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
近
畿
圏
の
近
郊
整
備
区
域
及
び
都
市
開
発
区
域
の
整
備
及
び
開
発
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
五
項
の
造
成
敷
地
等
及
び
同
条
第
六
項
の
造
成
工
場
敷
地
の
処
分
及

び
管
理
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
近
畿
圏
の
近
郊
整
備
区
域
及
び
都
市
開
発
区
域
の
整
備
及
び
開
発
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
第
十
三
条
第
一
項
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
後
も
、
な
お
そ
の
効

力
を
有
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
都
市
公
団
に
よ
り
近
畿
圏
の
近
郊
整
備
区
域
及
び
都
市
開
発
区
域
の
整
備
及
び
開
発
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
四
項
の
工
業
団
地
造
成
事
業
が
施
行
さ
れ
た
土
地
に
つ
い
て
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

近
畿
圏
の
近
郊
整
備
区
域
及
び
都
市
開
発
区
域
の
整
備
及
び
開
発
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
同
令
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
は
、
こ
の
政

令
の
施
行
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
二
九
日
政
令
第
七
八
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
三
月
二
八
日
政
令
第
七
七
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
首
都
圏
の
近
郊
整
備
地
帯
及
び
都
市
開
発
区
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
九
条
並
び
に
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
近
畿
圏
の
近
郊
整
備
区
域
及
び
都
市
開
発
区
域
の
整
備
及
び
開

発
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
二
条
及
び
中
部
圏
の
都
市
整
備
区
域
、
都
市
開
発
区
域
及
び
保
全
区
域
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
五
条
の
規
定
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
以
後
に
工
業
生
産
設
備
を
新
設
し
、
又
は
増
設

し
た
者
に
係
る
不
均
一
課
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
前
に
工
業
生
産
設
備
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
者
に
係
る
不
均
一
課
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
三
月
三
一
日
政
令
第
四
八
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
八
月
三
〇
日
政
令
第
二
八
二
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
三
〇
日
政
令
第
八
八
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
二
月
一
七
日
政
令
第
四
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
改
正
法
施
行
日
（
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
二
月
二
日
政
令
第
三
七
号
）
　
抄
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（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表一

　
乳
処
理
業
（
牛
乳
（
脱
脂
乳
そ
の
他
牛
乳
に
類
似
す
る
外
観
を
有
す
る
乳
飲
料
を
含
む
。
）
又
は
山
羊
乳
を
処
理
し
、
又
は
製
造
す
る
事
業
を
い
う
。
）

二
　
乳
製
品
（
粉
乳
、
練
乳
、
発
酵
乳
、
ク
リ
ー
ム
、
バ
タ
ー
、
チ
ー
ズ
そ
の
他
乳
を
主
要
原
料
と
す
る
食
品
で
牛
乳
に
類
似
す
る
外
観
を
有
す
る
乳
飲
料
以
外
の
も
の
を
い
う
。
）
又
は
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
製
造
業

三
　
水
産
物
の
か
ん
詰
又
は
び
ん
詰
製
造
業

四
　
み
そ
又
は

し
よ
う

醤

油
製
造
業

五
　
穀
粉
、
甘

し
よ藷

粉
又
は
馬
鈴

し
よ薯

粉
製
造
業

六
　
段
ボ
ー
ル
製
造
業

七
　
化
学
肥
料
製
造
業

八
　
ソ
ー
ダ
工
業

九
　
カ
ル
シ
ウ
ム
カ
ー
バ
イ
ド
製
造
業

十
　
コ
ー
ル
タ
ー
ル
製
品
製
造
業

十
一
　
染
料
中
間
体
製
造
業

十
二
　
医
薬
品
中
間
体
製
造
業

十
三
　
合
成
樹
脂
又
は
そ
の
可
塑
物
製
品
製
造
業

十
四
　
生
物
学
的
製
剤
製
造
業

十
五
　
火
薬
類
（
煙
火
を
除
く
。
）
製
造
業

十
六
　
動
植
物
油
脂
（
マ
ー
ガ
リ
ン
及
び
シ
ヨ
ー
ト
ニ
ン
グ
オ
イ
ル
を
含
む
。
）
製
造
業

十
七
　
光
学
ガ
ラ
ス
製
造
業

十
八
　
非
鉄
金
属
製
造
業
（
非
鉄
金
属
製
錬
業
、
非
鉄
金
属
精
錬
業
、
非
鉄
金
属
圧
延
業
、
非
鉄
金
属
伸
線
製
造
業
、
非
鉄
金
属
合
金
製
造
業
、
非
鉄
金
属
鋳
物
製
造
業
又
は
非
鉄
金
属
ダ
イ
キ
ヤ
ス
ト
製
造
業
を
い
う
。
）

十
九
　
ボ
イ
ラ
ー
製
造
業

二
十
　
原
動
機
製
造
業

二
十
一
　
農
業
用
機
械
製
造
業

二
十
二
　
建
設
用
又
は
鉱
山
用
重
機
械
器
具
製
造
業

二
十
三
　
金
属
工
作
機
械
製
造
業

二
十
四
　
金
属
加
工
機
械
製
造
業

二
十
五
　
機
械
工
具
製
造
業

二
十
六
　
荷
役
運
搬
機
械
（
昇
降
機
を
除
く
。
）
製
造
業

二
十
七
　
動
力
伝
導
装
置
製
造
業

二
十
八
　
軸
受
又
は
鋼
球
製
造
業

二
十
九
　
化
学
工
業
用
機
械
製
造
業

三
十
　
発
電
機
又
は
電
動
機
製
造
業

三
十
一
　
変
圧
器
類
（
通
信
機
用
の
も
の
を
除
く
。
）
製
造
業

三
十
二
　
配
電
盤
、
電
力
制
御
装
置
又
は
開
閉
装
置
製
造
業

三
十
三
　
配
線
器
具
又
は
配
線
附
属
品
製
造
業

三
十
四
　
電
球
又
は
電
気
照
明
器
具
製
造
業

三
十
五
　
電
気
溶
接
機
製
造
業

三
十
六
　
電
線
又
は
電

ら
ん纜

製
造
業

三
十
七
　
電
気
通
信
機
械
器
具
又
は
電
気
音
響
機
械
器
具
製
造
業

三
十
八
　
電
子
管
又
は
半
導
体
素
子
製
造
業

三
十
九
　
電
子
応
用
装
置
製
造
業

四
十
　
電
気
計
測
器
製
造
業

四
十
一
　
自
動
車
又
は
そ
の
主
要
部
分
品
製
造
業

四
十
二
　
鉄
道
、
軌
道
、
索
道
若
し
く
は
無
軌
条
電
車
の
用
に
供
す
る
車
両
又
は
そ
の
主
要
部
分
品
製
造
業

四
十
三
　
鋼
製
の
船
舶
の
製
造
又
は
修
繕
業

四
十
四
　
航
空
機
又
は
そ
の
主
要
部
分
品
製
造
業
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四
十
五
　
医
療
用
機
械
器
具
製
造
業

四
十
六
　
計
量
器
、
測
定
器
、
測
量
機
械
、
理
化
学
機
械
、
光
学
機
械
器
具
、
レ
ン
ズ
又
は
時
計
製
造
業
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